
地方財政審議会付議（説明）案件

令和４年２月２５日（金） 

（案件名）

令和３年度２月期における地方譲与税譲与金の譲与について（決裁案件）

○特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平成三十一年法律第四号）

（地方財政審議会の意見の聴取）

第三十三条 総務大臣は、第三十条第二項第二号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若し

くは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与

しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 

自治税務局 企画課 

理事官  稲木 宏光

（内２３５１１）



令和３年度２月期における地方譲与税譲与金の譲与（案）について 

１ 起案理由 

  特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第３１

条に基づいて、令和３年度２月期分の譲与額について都道府県

に対して、譲与するものである。 

２ 対象団体 

全都道府県 

３ 譲与額 

７,０３７億円（１１月～１月における譲与税及び交付税配付金特別会計の収納額）

・前年度２月期比  ＋９５１億円（＋１５.６％） 

・本年度譲与累計額 １８，５３５億円

（参考）前年度比 ＋１，９２９億円（＋１１.６％） 

４ 譲与日 

令和４年２月２８日（月） 

５ 譲与基準等 

譲与総額 特別法人事業税収入額《注》 

譲与基準 
人口 

※財源超過団体に対する譲与制限あり

補正 なし 

譲与時期 ５月、８月、11月、２月 

譲与税の使途 条件・制限なし 

令和２年度譲与実績 １６，６０６億円 

令和３年度地財計画 １２，６２７億円 

《注》令和２年２月以降に国に払い込まれた地方法人特別税については、特別法人事業譲与税の原資とみなして譲与。 
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（参考）令和３年度 特別法人事業譲与税 譲与制限について 

財源超過団体：東京都 

財源超過額：6,270億円 

２月期譲与額（譲与制限後）：164億円（令和３年度累計 502億円） 

２月期譲与制限額：619億円（令和３年度累計 1,505億円） 

※ 譲与制限がない場合の年間譲与額 502＋1,505＝2,006億円
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○ 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（抄）（平成三十一年法律第四号）

第一章 総則 

（趣旨）  

第一条  この法律は、地方税の税源の偏在性の是正に資するための特別法人事業税について、納税義務者、

課税標準、税率、申告及び納付等の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を

定めるとともに、その収入額に相当する額を特別法人事業譲与税として都道府県に対して譲与するため

に必要な事項を定めるものとする。  

第二章 特別法人事業税 

 第一節 総則 

（課税の対象）  

第五条 法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、この法律により、国が特別法人事業税を課す

る。 

 第四節 申告及び納付等 

（賦課徴収）  

第八条  特別法人事業税の賦課徴収は、第六条及び第十四条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都

道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うもの

とする。この場合において、地方税法第十七条の六第一項（第一号に係る部分に限る。以下この条におい

て同じ。）の規定により更正又は決定をすることができる期間については、特別法人事業税及び法人の事

業税は、同一の税目に属する地方税とみなして、同項の規定を適用するものとする。 

（納付等）  

第十条  特別法人事業税の納税義務者は、特別法人事業税に係る徴収金を当該都道府県の法人の事業税に係

る地方団体の徴収金の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて当

該都道府県に納付しなければならない。  

２  特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付があった場合には、政令

で定めるところにより、その納付額を第八条又は前条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別

法人事業税及び法人の事業税の額に按分した額に相当する特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税

に係る地方団体の徴収金の納付があったものとする。  

３  都道府県は、特別法人事業税に係る徴収金の納付があった場合には、当該納付があった月の翌々月の末

日までに、政令で定めるところにより、特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む

ものとする。 

第三章 特別法人事業譲与税 

（特別法人事業譲与税）  

第二十九条 特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与す

るものとする。 
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（毎年度の譲与額）  

第三十条 毎年度、各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準特別法人事業譲与税額（当

該年度において財源超過団体がある場合には、財源超過団体にあっては第一号に掲げる額とし、財源不足

団体にあっては第二号に掲げる額とする。）とする。 

一 当該財源超過団体に係る基準特別法人事業譲与税額から当該基準特別法人事業譲与税額の百分の七

十五に相当する額（当該額が当該財源超過団体に係る財源超過額を超える場合には、当該財源超過額と

する。）を控除した額 

二 当該財源不足団体に係る基準特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号に規定する控除し

た額の合算額を各財源不足団体の人口（官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。次

項及び次条において同じ。）で按分した額を加えた額 

２ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 基準特別法人事業譲与税額 次条第一項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲

与税の総額に相当する額を各都道府県の人口で按分した額をいう。 

二 財源超過団体 イに掲げる額がロに掲げる額を超える都道府県をいう。 

イ 地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）第十条第三項本文の規定により総務大臣が決定し

た当該年度の普通交付税の額（ロにおいて「当該年度普通交付税額」という。）の算定に用いられた

基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となった特別法人事業譲与税の収入見込額の百

分の七十五に相当する額を控除した額に、基準特別法人事業譲与税見込額（次条第一項の規定により

当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところに

より算定した額を各都道府県の人口で按分した額をいう。）の百分の七十五に相当する額を加算した

額 

ロ 当該年度普通交付税額の算定に用いられた基準財政需要額

三 財源不足団体 財源超過団体以外の都道府県をいう。 

四 財源超過額 第二号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除した額をいう。 

（譲与時期及び各譲与時期の譲与額）  

第三十一条 特別法人事業譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、それぞれ同表の下欄に掲

げる額を譲与する。 

譲与時期 各譲与時期に譲与すべき額 

五月 当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る特別法人事業税の収入

額に相当する額 

八月 当該年度の初日の属する年の五月から七月までの間の収納に係る特別法人事業税の収入

額に相当する額 

十一月 当該年度の初日の属する年の八月から十月までの間の収納に係る特別法人事業税の収入

額に相当する額 

二月 当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の一月までの間の収納に係る特別法人事業

税の収入額に相当する額 

２ 各譲与時期に各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準各譲与時期特別法人事業譲

与税額（当該年度において前条第二項第二号に規定する財源超過団体（以下この項及び第五項において「財

源超過団体」という。）がある場合には、財源超過団体にあっては第一号に掲げる額とし、同条第二項第

三号に規定する財源不足団体（第二号において「財源不足団体」という。）にあっては第二号に掲げる額

とする。）とする。 

一 次の表の上欄に掲げる譲与時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額 
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譲与時期 各譲与時期に譲与すべき額 

五月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額 

八月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から五月分財源超過団体譲与制限額の三分の一に

相当する額及び八月分財源超過団体譲与制限額の合算額を控除した額（当該額が零を下

回る場合には、零とする。） 

十一月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から五月分財源超過団体譲与制限額の三分の一に

相当する額及び十一月分財源超過団体譲与制限額の合算額を控除した額（当該額が零を

下回る場合には、零とする。） 

二月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から五月分財源超過団体譲与制限額の三分の一に

相当する額及び二月分財源超過団体譲与制限額の合算額を控除した額（当該額が零を下

回る場合には、零とする。） 

二 次の表の上欄に掲げる譲与時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額 

譲与時期 各譲与時期に譲与すべき額 

五月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額 

八月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号の表八月の項の規定

により控除した額の合算額を各財源不足団体の人口で按分した額を加えた額 

十一月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号の表十一月の項の規

定により控除した額の合算額を各財源不足団体の人口で按分した額を加えた額 

二月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号の表二月の項の規定

により控除した額の合算額を各財源不足団体の人口で按分した額を加えた額 

３ 各譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、各譲与時期において譲与すべき額を超えて

譲与した金額があるとき、又は八月、十一月若しくは二月の譲与時期において基準各譲与時期特別法人事

業譲与税額を超えて前項第一号の表八月の項、十一月の項若しくは二月の項の規定により控除すべき金額

があるときは、それぞれ当該金額を、その次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額する

ものとする。 

４ 前三項の規定により計算した各譲与時期に各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額に千円

未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合においては、当該譲与時

期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額は、第一項の規定により各譲与時期に譲与すべき額からそれらの

端数金額を控除した金額とする。 

５ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額 第一項の規定により各譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与

税の額を各都道府県の人口で按分した額をいう。 

二 五月分財源超過団体譲与制限額 財源超過団体における五月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法

人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額（当該額が当該財源超過団体に係る前条第二項第四号に規定

する財源超過額（以下この項において「財源超過額」という。）を超える場合には、当該財源超過額とする。）を

いう。 

三 八月分財源超過団体譲与制限額 財源超過団体における八月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法

人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額（当該額に当該財源超過団体に係る五月分財源超過団体譲

与制限額を加えた額が財源超過額を超える場合には、当該財源超過額から当該加えた額を控除した額とす

る。）をいう。 

四 十一月分財源超過団体譲与制限額 財源超過団体における十一月の譲与時期に係る基準各譲与時期特

別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額（当該額に当該財源超過団体に係る五月分財源超過団

体譲与制限額及び八月分財源超過団体譲与制限額の合算額を加えた額が財源超過額を超える場合には、当

該財源超過額から当該合算額を控除した額とする。）をいう。 
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五 二月分財源超過団体譲与制限額 財源超過団体における二月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法

人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額（当該額に当該財源超過団体に係る五月分財源超過団体譲

与制限額、八月分財源超過団体譲与制限額及び十一月分財源超過団体譲与制限額の合算額を加えた額が

財源超過額を超える場合には、当該財源超過額から当該合算額を控除した額とする。）をいう。 

（譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置）  

第三十二条 総務大臣は、特別法人事業譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に

錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところに

より、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期におい

て譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき

額とするものとする。 

（地方財政審議会の意見の聴取）  

第三十三条 総務大臣は、第三十条第二項第二号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しよう

とするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与しようとするときは、地方財政

審議会の意見を聴かなければならない。  

（特別法人事業譲与税の使途）  

第三十四条 国は、特別法人事業譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限して

はならない。 

附則抄 

（旧地方法人特別税の収入額に関する経過措置） 

第五条 なお効力を有する廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定により平成三十二年二月以後に都道府県

から国に払い込まれた旧地方法人特別税の収入額は、第二十九条及び第三十一条第一項に規定する特別法

人事業税の収入額とみなして、これらの規定を適用する。 
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○ 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則（抄）（平成３１年総務省令第４１

号）

（法第三十条第一項第二号の人口）  

第一条  特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（以下「法」という。）第三十条第一項第二

号に規定する最近の国勢調査の結果による人口は、国勢調査令（昭和五十五年政令第九十八号）によって

調査した平成二十七年十月一日現在における人口とする。ただし、当該人口が官報で公示された後におい

て地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が

当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。  

（法第三十条第二項第二号イの算定方法）  

第二条  法第三十条第二項第二号イに規定する当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の

見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画（地方交付税法（昭

和二十五年法律第二百十一号）第七条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。）

に記載された特別法人事業譲与税の収入見込額とする。 
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地方譲与税の概要 

譲 与 税 目 地方揮発油譲与税※１ 石油ガス譲与税 自動車重量譲与税※２ 航空機燃料譲与税 特別とん譲与税 森林環境譲与税※３ 特別法人事業譲与税 

譲 与 総 額 
地方揮発油税収入額の全額 石油ガス税収入額の1/2 自動車重量税収入額の348/1,000 

（当分の間 422/1,000） 
航空機燃料税収入額の2/13 

(令和3年度 調査決定額の4/9等)  
特別とん税収入額の全額 森林環境税収入額に相当する額 特別法人事業税収入額の全額 

課 税 標 準 

及び税率等 

製造場からの移出又は保税地域

からの揮発油引取数量 

  5,200円/㎘ 
（本則税率 4,400円/㎘） 

令和16年度～ 5,500円/㎘ 
（本則税率 4,700円/㎘） 

石油ガス充てん場からの移出又

は保税地域からの引取重量 

17.50円/㎏ 

自動車検査証を受ける車、車両

番号の指定を受ける軽自動車 

例）乗用自動車自家用（３年） 

12,300円/自重0.5㌧ 

航空機に積み込まれた航空機燃

料の数量 

26,000円/㎘ 

令和 3 年度  9,000 円/㎘ 

開港へ入港する外国貿易船の純

トン数

入港ごとに納付する場合 

20円/㌧ 

開港ごとに１年分一時納付 

する場合 

60円/㌧ 

国内に住所を有する個人 

年額1,000円/人 

令和6年度から課税開始 

基準法人所得割額 

付加価値割額、資本割額及び所得割
額の合算額により法人の事業税を課
される法人       税率260％ 

所得割額により法人の事業税を課さ
れる特別法人      税率34.5％ 

所得割額により法人の事業税を課さ
れる法人         税率37％ 

基準法人収入割額 

収入割額により法人の事業税を課さ
れる法人         税率 30％ 

収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算
額又は収入割額及び所得割額の合算額により
法人の事業税を課される法人 税率 40％ 

譲 与 団 体 
都道府県・市町村 
（特別区含む） 

都道府県・指定都市 
市町村・都道府県 
（特別区含む） 

空港関係市町村(特別区含む) 
空港関係都道府県 

開港所在市町村 
（都を含む） 

市町村・都道府県 
（特別区含む） 

都道府県 

譲 与 基 準 

○都道府県･指定都市(58/100)

１/２ 一般国道・高速自動車国
道・都道府県道の延長 

１/２ 一般国道・高速自動車国
道・都道府県道の面積 

＊財源超過団体に対する譲
与制限あり（前年度の普通
交付税の収入超過額の10分
の2又は当該団体の譲与額
の3分の2のいずれか少ない 
額を制限） 

○市町村（42/100）

１/２ 市町村道の延長

１/２ 市町村道の面積

１/２ 一般国道・高速自動車国
道・都道府県道の延長 

１/２ 一般国道・高速自動車国
道・都道府県道の面積 

○市町村

１/２ 市町村道の延長

１/２ 市町村道の面積

○都道府県

自家用乗用車（登録車）の
保有台数

譲与割合 

 期間 市町村  都道府県 

R１年度～ 
333/348 

(407/422) 
15/348 

(15/422) 

R４年度～ 
333/357 

(407/431) 
24/357 

(24/431) 

R16 年度  
333/401 

(407/475) 
68/401 

(68/475) 

R17 年度～ 
333/416 

(407/490) 
83/416 

(83/490) 
（  ）内は当分の間の譲与割合

○市町村（4/5）

１/２ 着陸料収入額

１/２ 騒音世帯数

○都道府県（1/5）

市町村の譲与基準により

算定した額

開港への入港に係る特別とん税

の収入額に相当する額 

○市町村

５/１０ 私有林人工林面積 

２/１０ 林業就業者数 

３/１０ 人口 

○都道府県

市町村と同様

譲与割合 
期間 市町村 都道府県 

R２年度～ 17/20 3/20 

R４年度～ 22/25 3/25 

R６年度～ 9/10 1/10 

人口  

＊財源超過団体に対する譲与
制限あり（当初算出額の25
％を保障し、残余の75％を
制限（制限は財源超過額を 
上限とする）） 

譲 与 基 準 

の 補 正 

人口、道路の種類・幅員等に
よる補正（昼間人口が多い団
体は別途補正） 

普通交付税算定に用いる道路
橋りょう費の測定単位当たり
の補正率による補正 

人口、道路の幅員等による補
正（昼間人口が多い団体は別
途補正） 

着陸料の収入額、空港の管理
の態様、空港の所在、騒音の
程度等による補正 

なし 
林野率による補正 

（私有林人工林面積のみ） 
なし 

使 途 条件・制限なし 
（地方道路譲与税は道路費用） 

条件・制限なし 条件・制限なし 
騒音による障害防止・ 

空港対策等に関する費用 
条件・制限なし 

森林整備及びその促進に関する費用

市町村の支援等に関する費用 
条件・制限なし 

譲 与 時 期 ６・１１・３月 ６・１１・３月 ６・１１・３月 ９・３月 ９・３月 ９・３月 ５・８・１１・２月 

令和２年度 
譲与実績額 

２，２５８億円 ５０億円 ２，８６１億円 ３３億円 １１５億円 ４００億円 １６，６０６億円 

令和３年度 
地財計画額 

２，２９２億円 ４５億円 ２，８０６億円 １７８億円 １１４億円 ４００億円 １２，６２７億円 

※１ 地方道路譲与税を含む。また、令和 16 年度から揮発油税から地方揮発油税に税源移譲し、その増額分を地方揮発油譲与税の新譲与分として、都道府県に対して自家用乗用車（登録車）の保有台数で按分して譲与することとされている。
※２ 自動車重量譲与税の譲与総額は、自動車重量税の収入額に対して令和元～3 年度は 348/1,000（当分の間 422/1,000）、令和 4～15 年度は 357/1,000（当分の間 431/1,000）、令和 16年度は 401/1,000（当分の間 475/1,000）、令和 17 年度以降

は、416/1,000（当分の間 490/1,000）とされている。
※３ 令和 2～6 年度までは、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、令和 2,3年度は 400 億円、令和 4,5年度は 500 億円、令和 6 年度は森林環境税の収入額に相当する額に 300 億円を加算した額を譲与することとされている。
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